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A．はじめに 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常

的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に

関する研究として、主にイギリスにおける知的障

害のある人への医療受診支援を中心にシステム

および実態を検討するものである。日本における

自閉症スペクトラム（ASD）や知的障害をもつ

人の健康やヘルスケアに関しては、特に不平等に

弱い立場にある。 

本研究の目的は、第一にはイギリスにおいては

知的障害や ASD をもつ人（多くは成人）の一般

的な健康状態や現在利用できるヘルスケアサー

ビスがどのようにシステム化され、それがどのよ

うに評価されているかを明らかすることである。

研究要旨 ： 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の実態

に関する研究として、主にイギリスにおける知的障害のある人への医療受診支援を中心にシス

テムおよび実態を検討した。今回の調査対象においては、以下の３つの機能により、知的障害

のある人の健康維持や医療サービスの提供、医療受診支援に相互に連携しながら機能していた

ことが明らかであった。 
〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医療提供」および「特別な配慮の医療受診支援」

を実施していた医療機関とその特徴 
〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教育」における知的障害等のある人に対する医療受

診支援とその特徴 
〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診支援に関与する機関 
それぞれにわが国の医療受診支援に活用できうる実践があり、今後さらに医療受診に関する

エビデンスデータをもとに、知的障害のある人の健康維持や問題行動の軽減に対する効果や、

知的障害のある人への医療における合理的配慮のあり方などを調査検討することが必要であ

る。特に、わが国においても意思決定支援や権利擁護の実践が始まるなか、アドボカシー団体

が医療受診支援の監視やコーディネート機能として関与することは、今後、より効果的な社会

的影響をもたらすと考える。今後、わが国における支援体制構築に活用可能な取り組みについ

て検討する必要がある。 
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第二には、ASD や知的障害をもつ人の健康を促

進し、質の高いヘルスケアサービスを提供する現

在のベストプラクティスを行っているプログラ

ムについて情報を得ることである。 

調査対象とした機関は、障害者福祉サービスの

提供事業所、小児病院、権利擁護機関、自閉症学

校、家庭医協会、成人自閉症施設などであり、以

下の通りである。それぞれ医療サービスや医療受

診支援に関連して、次のような特徴的な役割をも

ち相互に連携しながら機能していた。 

 

〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医療

提供」および「特別な配慮の医療受診支援」を実

施していた医療機関とその特徴 

①英国家庭医学会（ＧＰ）知的障害グループ

（Royal College of General Practitioners） 

；知的障害の医療に関心をもつ GP グループ 

②グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（ GOSH 、 Great Ormond Street Hospital 

Children's Charity）；知的障害等のある人への

病院における「特別な配慮」実践。知的障害専門

看護師 

〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教育」

における知的障害等のある人に対する医療受診

支援とその特徴 

①「地域サービス」提供機関における医療受診支

援；英国自閉症協会(NAS) ロンドン南部地域＆

サリー州（The National Autistic Society Surrey 

Adult and Community Services） 

②「生活施設」における医療受診支援；ストラウ

ドコート（Stroud Court Community Trust；自

閉症成人施設） 

③「教育」における医療受診支援；ツリーハウス・

スクール（TreeHouse School；ABA アプローチ

を主体にした自閉症学校） 

〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診支

援に関与する機関 

POhWER （ People of Hertsvilleshire Want 

Equal Rights）；イギリスにおけるアドボカシー

団体 

Ｂ．第一機能に関する調査 

知的障害等のある人の「通常の医療提供」および

「特別な配慮の医療受診支援」を実施していた医

療機関とその特徴 

 

１．知的障害等のある人の「通常の医療」を提供

する機関―英国家庭医学会（Royal College of 

General Practitioners）の知的障害の医療に関心

をもつグループからの聞き取りを中心に 

 

１）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）について                                        

英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）は、英国における

プライマリ・ケアに携わるＧＰの団体として

1952 年に設立された。家庭医（以下、ＧＰ）の

人材育成、学会の開催、専門医認定試験の実施な

どを担い、現在５万人を超える会員が登録されて

いる。プライマリ・ケア（初期包括ケア）に係る

医療制度の中で、中心的な役割を担っている。 

 調査対象は以下のメンバーであった。 

Dr.マシュー・ホートン ブリストル大学 社会地

域医学部、Matthew Hoghton, School of Social 

and Community Medicine, University of 

Bristle and Medical Director of Clinical 

Innovation and Research Centre (CIRC), Royal 

Collage of General Practitioners、 

Mr. デイビッド・ブランフォード 薬剤師 英国

薬 剤 師 協 会 、 David Branford, Royal 

Pharmaceutical Society  

Dr. アンジェラ・ハシオティス 精神科医 ユニ

バーシティ・カレッジ・ロンドン（ロンドン大学）

Angela Hassiotis, University College London  

Dr. ガイル・グローバー イングランド公衆衛生

サービス、Gyles Glover, Public Health England  

 

２）「成人知的障害者に対してＧＰが質の高い健

康診断を実施するための手引き」（Dr.ホートン監

修のガイドブック）；A step by step guide for GP 

practices: Annual Health Checks for People 

with a Learning Disability 

（http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/）



 

（１）概要

本ガイドラインは、成人知的障害者に対して、

ＧＰが質の高い健康診断を実施するための手引

きとなっている（発行；

英国家庭医学会

はじめに、なぜ健康診断が必要かについて述べ

る。知的障害者は、一般人口に比べ健康状態が劣

る場合が多いにも関わらず、医療へのアクセスが

充分に確保されているとはいえない。このことは

いくつかの公的報告書でも指摘されている。中度

から重度の知的障害者は、一般人口と比べて高率

（３倍）で死亡している

害者の、身体的、精神科、行動上の問題の関連で、

病気が見過ごされ、予防や治療が遅れてしまう可

能性がある。現在、知的障害者のほとんどの病気

は一般の健康診断で発見される。しかし、受診率

は低く、さ

十分である。

健康診断の具体的ステップは以下である。各段

階の項目を列記する。

【段階１】

① 臨床リーダーを決める。各種リソースの確認

② コミッショナーとの会合（３ヶ月ごと）医師・

看護師・事務職員

③ CDLT(

診療所に登録者のうち知的障害者（ＬＤ者）

を把握する

④ 管理者、医師、看護師が（

ＬＤの健康診断についての研修を受ける。医
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本ガイドラインは、成人知的障害者に対して、

ＧＰが質の高い健康診断を実施するための手引

マット・ホートン＆

プ） 

はじめに、なぜ健康診断が必要かについて述べ

る。知的障害者は、一般人口に比べ健康状態が劣

る場合が多いにも関わらず、医療へのアクセスが

充分に確保されているとはいえない。このことは

いくつかの公的報告書でも指摘されている。中度

から重度の知的障害者は、一般人口と比べて高率

。知的障
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病気が見過ごされ、予防や治療が遅れてしまう可

能性がある。現在、知的障害者のほとんどの病気

は一般の健康診断で発見される。しかし、受診率

らに合併症が発見されても、追求が不
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⑤ 

⑥ 

【段階

⑦ 

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

 

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

（３）健康診断ひな型（

Template

（４）ＧＰ看護師の果たす役割

（５）ＧＰの果たす役割

（６）健康診断アクションプラン（

Action Plan

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群）

（８）意思決定能力法（

師、看護師は、

イダンスを読む

 登録リストから健診の優先

（18 歳以上

抽出 

 電子ひながた（

認。Read Code

るための標準診断コード）、健康アクション

プランのひながたも確認。

【段階 2】 

 CDLT と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

 検診時間を長めにとることに留意（例：看護

師 39、医師

 検診 1 週間前までに、血液検査を済ませても

らっておく

 健診の実施。ひな型にそったデータ入力

 「健診アクションプラン」を記入し、本人に

コピーを渡す

 検診結果のための受診日時を決める

 二次医療への紹介などの、フォローアップ

 必要な場合

 健診の監査、本人・家族のアンケート実施

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

（３）健康診断ひな型（

Template）

（４）ＧＰ看護師の果たす役割

５）ＧＰの果たす役割

（６）健康診断アクションプラン（

Action Plan

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群）

（８）意思決定能力法（

師、看護師は、RCN

イダンスを読む 

登録リストから健診の優先

歳以上。中度から重度知的障害者）を

電子ひながた（Cardiff Health Check
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るための標準診断コード）、健康アクション
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と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

検診時間を長めにとることに留意（例：看護

、医師 30 分） 

週間前までに、血液検査を済ませても

らっておく 

健診の実施。ひな型にそったデータ入力

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

コピーを渡す 

検診結果のための受診日時を決める
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（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）
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中度から重度知的障害者）を

Cardiff Health Check

（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

プランのひながたも確認。 

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる 

検診時間を長めにとることに留意（例：看護

 

週間前までに、血液検査を済ませても

健診の実施。ひな型にそったデータ入力

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

検診結果のための受診日時を決める

二次医療への紹介などの、フォローアップ

や家族との連携

健診の監査、本人・家族のアンケート実施

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

Cardiff Health Check 

（４）ＧＰ看護師の果たす役割 

 

（６）健康診断アクションプラン（Health Check 

）サンプル 

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群） 

MCA）と留意事項

（英国看護協会）のガ

順位の高い対象 

中度から重度知的障害者）を

Cardiff Health Check）の確

（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

検診時間を長めにとることに留意（例：看護 

週間前までに、血液検査を済ませても

健診の実施。ひな型にそったデータ入力 

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

検診結果のための受診日時を決める 

二次医療への紹介などの、フォローアップ 

や家族との連携 

健診の監査、本人・家族のアンケート実施 

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備 

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）。 

Cardiff Health Check 

Health Check 

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

 

）と留意事項 

（英国看護協会）のガ

 

中度から重度知的障害者）を

）の確

（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

 

週間前までに、血液検査を済ませても 

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

 

 

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

Cardiff Health Check 

Health Check 

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック
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（９）参考文献 

（１０）関連ウェブサイト 

 

３）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）における知的障

害グループの取り組み                                         

家庭医協会（RCGP）は家庭医の専門家組織で

ある。NHS が初期ヘルスケア提供者として GP

を位置付けている。知的障害や ASD をもつ人は

地域の GP に登録されて、二次、第三のヘルスケ

アは通常、初期治療提供者と調整しながら働く。

たとえば、追加の薬を処方するような場合も、薬

物の処方を認可する前に、副作用や逆の作用をお

こす可能性がないかを GP が確認するように伝

えられることもある。 

イギリスにおける障害のある人の施策と医療

サービスやプログラムの発展に関して、下記の３

つの特徴が言及された。 

（１）RCGP の知的障害グループ 

イングランドにおける知的障害の人の健康と

ヘルスケアを増進する任務に従事する専門家の

ネットワークの代表である。これらの「チャンピ

オン」は連携して研究、情報の普及、公共政策へ

の提言に取り組んでいる。 

（２）RCGP は知的障害グループが行っている

推奨 

毎 年 行 わ れ る 健 診 を 行 う 際 に 用 い る

step-by-step ガイド（半構造化評価プロトコール

（ http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/

~/media/Files/CIRC/CIRC-76-80/ 

CIRCA%20StepbyStepGuideforPracticesOct

ober%2010.ashx)の出版を含む、知的障害の人の

ケアにおける最低限の基準を採用した。 

いくつかの症候群に特異的な追加手順につい

ても述べられている。ガイドは広く使用されてい

るが、任意のものである（同様に、アメリカでは

小児科医の協会がすべての小児科医が幼児に対

して ASD のためにスクリーニングを実行する推

薦が最近された。一般的ガイドラインが展開され、

広められもした。研修生と小児科医のためのトレ

ーニングプログラムが開始された。） 

（３）RCGP による医学生に対する知的障害に

関するトレーニング要件やカリキュラム作成 

RCGP は、医学生に対する知的障害に関する

トレーニング要件やカリキュラム作成にも積極

的であり、医療者のための知的障害の継続教育も

提供している。学生が医師の資格を得るために合

格しなければならない最終試験の質問の作成に

携わっているメンバーもいる。 

 

４）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）における知的障

害グループに関連する資料等  

以下、GPに提供されている知的障害等（以下、

ここではＬＤと表記）の医療に関するガイドや情

報などが紹介されたので掲載する。今後、順次翻

訳し、わが国での資料として活用していく。 

（１）知的障害のある人の健康課題と、それに対

するプログラムの作成 

① NHS が作成した GL への情報提供サイト 

http://www.pcc-cic.org.uk/article/management-

health-people-learning-disabilities 

② RCGP のサイトで紹介された Cardiff 

health dheck 

http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/ 

RCGP が有する以下の情報を得ることができる。 

○A Step by Step Guide for GP Practices: 

Annual Health Checks for People with a 

Learning Disability ：GP 向け LD 診療の手引

き（本調査班は著者 Hogｈton 氏から翻訳許可を

得た） 

○Guidance for GPs：Vision and people with 

learning disabilities: 

○Mental Capacity Act toolkit：医療者向け意思

決定支援ツール 

○Commissioning guide：LD の人の健康と福祉

を改善するための Clinical Commissioning 

Groups (CCGs)'への各種サービスとの連携ガイ

ド 

○GP への教育サイト内に LD の人や Autism 診

療を学ぶ e-learning  

http://elearning.rcgp.org.uk/ 
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○イギリス保健省（NHS を所轄業務とする行政

機関）が行った LD 者の死亡に関する公的な調査

報告結果（CIPOLD: Confidential Inquiry into 

premature deaths of people with learning 

disabilities）この研究チームは Bristol 大の中に

あり、Hogｈton 氏がメンバーである。 

http://www.bris.ac.uk/cipold/ 

（２）GP における LD の医療受診との関わり 

30 年前から施設の解体が進んでいる。LD の人

は病院のほかに地域に多数住むようになり、ヘル

スケアは GP の課題である。LD はイギリス全人

口 5 千万人のうち、LD 225,000 人（children 

and 901,000 adults 合計 1126000 人、約 2.252％）

である。 

http://www.improvinghealthandlives.org.uk/

publications/1241/People_with_Learning_Disa

bilities_in_England_2013 

入院中の LD の人（触法のための入院も含む）

は 1 万人以上いるが入院期間は短期化している。 

彼らは暮らしている地域ごとに、全員 GP に登

録している。その中で健康に問題が生じた LD が

地域の知的障害者チームに紹介される。(CLDT 

Community Learning Disability Teams )。精神

障害がある場合には、精神保健チームに紹介され

る。何の問題もなければ登録されているだけとい

うこともある。 

（３）ＧＰによるヘルスチェックについて 

地域の GP にもよるが、ＬＤの人のおおよそ５

０％程度がＧＰのヘルスチェックを受けている。

地域によっては９０％という高受診の地域もあ

る。受診率が十分でない理由は、ＧＰスタッフが

経験不足からＬＤの人に対応に困難を感じてい

たり、通常の医療のために時間をとれないなどが

ある。 

実施する医療者に向けた具体的なガイドであ

る step by step が RCGP のサイトで公開されて

いる (Hoghton M, 

http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/~/

media/Files/CIRC/CIRC-76-80/CIRCA%20 

StepbyStepGuideforPracticesOctober%2010.as

hx (Last accessed November 15) 

これを利用することにより、よりよく実施でき

るというエビデンスがある。 

詳しくはそれを参照してもらいたいが、まず初

めに、5 分間は当事者と二人きりになり、「何が

心配ですか」と聞くように勧めている。この最初

の 5 分間は重要である。なぜなら、支援者がいる

といえないこと（例えば虐待など）の見逃しをし

ないためでもある。 

ＧＰからは「本人が興奮してできない」など、

さまざまな問い合わせがあるが、「ＬＤが理解で

きるよう、今から行う医療の内容をわかりやすく

説明をすること」、「その日がうまくいかないとき

は、改めて、日にちを変えて実施する」など工夫

することを伝えている。もしそれでもだめならば、

意思決定支援の手順を踏んで確かめる。最善の利

益（best interest）は何かを探るための「五つの

原則」に従って行われるケースもある。 

（Mental Capacity Act2005 

https://www.gov.uk/government/collections/me

ntal-capacity-act-making-decisions 。 

ヘルスチェック終了時には、これからの計画を

１Pにまとめて記載される。これが health action 

plan になる。例えば、この後、歯科受診するこ

と、あるいは、より詳しい検査を受けることなど

具体的な指示を内容として記載する。 

（４）イギリスにおいて LD の人の健康問題を改

善しようとする動きの機会について 

「病院で亡くなる LD の避けられえた死 

(avoidable death )」や、病院での虐待が報じら

れたことなどが、イギリスにおいて、ＬＤの人の

健康問題を改善しようとする動きのプレッシャ

ーポイントとなった。これをきっかけに、より改

善しようとする政治的な動きが出てきた。 

○NHS の病院で亡くなった 6 人の LD の事例

（Mencap の報告）。これがきっかけとなった。 

（ https://www.mencap.org.uk/death-by-indiffe

rence） 

それに引き続き人権委員会が調査した結果、 

(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2



 45 

0130107105354/http:/www.dh.gov.uk/en/Public

ationsandstatistics/Publications/PublicationsP

olicyAndGuidance/DH_099255) 

から、3 年後に PHE と the Centre for Disability 

Research（Lancaster 大学内）と、the National 

Development Team for Inclusion.の三団で協同

し、iHAL(Improving Health and Lives)チーム

が作られ、健康と福祉の情報を LD 関係者に提供

する活動を続けて多くの情報が集積されている。 

（https://www.improvinghealthandlives.org.uk

/about）。 

（５）ＧＰと薬剤師の協同―薬の処方が重複する

問題について 

年に一度、内服薬をチェックする制度があるが、

薬剤師も処方できるイギリスでは、薬処方が重複

してしまいがちである。できるだけ処方数を減ら

していかなくてはならない。この方向性は世界的

なものであり、ポリファーマシーともいう。重複

する薬処方が死亡率の増加につながるというデ

ータもある。また、重複による経済的損失などが

はっきりしてきたため、David 氏は GP とともに

活動している。 

特にLDの人は向精神薬が1人/5人の割合で処

方されている。抗うつ剤も多い。そして一度処方

するとやめられない傾向がある。そのために、患

者ごとに「サマリーケアレコード」を政府が作成

し、PC 上にその人の診療や処方の記録をデータ

ベース化して、GP や薬剤師だけでなく、どの部

署からもアクセスできるようにしつつある。この

ことによって、処方の重複をなくし、無駄をなく

せることが期待されている。 

（６） ＬＤにおけるがん検診について 

健常者では 50 歳以上で年に一度の regular 

check（がん検診もふくむ）を受ける。この調査

データによると（例示）、子宮がん検診（子宮頚

部のスメア）の受診率は健常者/LD 者が７０％/

３５％程度、乳がん検診（マンモグラフィー）は

７０％/６０％、大腸がん検診（便鮮血検査）は

どちらも９０％程度であった。 

LDに人たちの死因としてはガンが多いと指摘

される。そのうちでも一番は大腸がんといわれて

いる。それ以外の死因としては、嚥下障害に起因

する肺炎や虚血性心疾患が多い。 

① ＬＤの人の高率受診に向けた工夫はなにか 

受診していない人に対して、繰り返し、電話な

どで受診を推奨することである。 

②ＬＤの人の「避けられえた死」とはなにか 

「避けられた」とする定義が難しいが、ＬＤの

人が健康を壊すときの特徴として、支援者や住

んでいる場所が変わると弱いといわれる

（relocation syndrome ）。「避けられた死」を 

どう予防できるのかは、死因を ICD-10 分類で統

計処理するなど、さらに研究していかなければい

けない。 

（７）LD の人の診療を向上させるための工夫 

プライマリー医療を担う GP よりも、二次医療

機関の方がむしろ LD 診療が困難になりやすい。

病院は定期的に査察を受けるが LD の人を見る

ためのトレーニングをスタッフが受けないと、評

価が下げられる。GP や Nｓ（ソーシャルサポー

ト Ns）らは LD に人にあわせたテーラーメイド

アレンジメントを行うが、時間がかかる。地域に

LD チームがあり、合理的な配慮について一緒に

考えることができる（ GOSH の Hospital 

Passport ； CLDT Community Learning 

Disability Teams など） 

最近では、GP は多職種のメンバーを集めたグ

ループを作り、そのセンターとして機能するよう

になってきている。また、LD の有無による疾患

の治癒率に違いなどのデータをもとに、政府に働

きかけている。 

「Diagnostic overshadowing」（精神および知

的に障害のある人に生じた疾患に関して臨床医

の判断に負のバイアスがかかるために生じる診

断の誤り。1982 年に出た論文で記述された。Am 

Psychol. 1982 Apr;37(4):361-7.Emotionally 

disturbed mentally retarded people: an 

underserved population.Reiss S, Levitan GW, 

McNally RJ.）は避けられないのかもしれない。 

以前ホームには Ns が 常駐していたが、今は
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少なくなり、医療的な問題を見逃すことが増えた。

年齢、言語能力、など多彩多様な問題があるのが

LD の人の特徴なので、見逃さないでいるという

のは難しいと思う。例えば、17 歳の女子でパニ

ックを頻繁に起こしていたので、GP らは向精神

薬で対応しようとしたがうまくいかなかった。保

護者がよく観察したところ便秘との関連が疑わ

れ、その治療をしたところ、パニックは収まった。

などという例などがある。 

○ 薬剤師対象の LD 対応トレーニングなどはあ

るか 

薬剤師がＬＤの人と「よりよくコミュニケーシ

ョンをとるためのプログラム」がある。 

○ 医学部での教育ではＬＤ対応のトレーニン

グなどはあるか 

内容は大学によるが、時間数は少ない。メンタ

ルヘルスのアセスメントをする授業もある。 

○ 行政主導ではなく、医師の中でのＬＤに関す

る研究会などはあるか 

LD を家族に持つ GP の会があり現在 26 名が

活動している。 

 

２．知的障害等の健康や医療受診に「特別な配慮」

を実施していた機関 

―グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（ GOSH 、 Great Ormond Street Hospital 

Children's Charity） 

 

１）グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（GOSH )について                                          

グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（Great Ormond Street Hospital Children's 

Charity 以下 GOSH )は、1852 年設立のイギリ

スで最古の小児病院である。 

小児科医療の研究拠点であり、ロンドン大学児

童保健研究所（ University College London 

Institute of Child Health）とパートナーシップ

の下、小児期の疾病の新しくより良い治療法の発

見・研究を行っている。ピーターパンの原作者ジ

ェームズ・マシュー・バリーがその著作権をこの

病院に寄贈したことでも知られている。また、イ

ギリス王室が後援している。 

 

２）調査対象メンバー 

調査対象のメンバーは、ジム・ブレア（知的障

害専門看護師 コンサルタント看護師 Jim Blair 

Consultant Nurse Learning  Disabilities）、ジ

ュリエット・グリーンウッド 看護師長 Juliette 

Greenwood Chief Nurse）であった。 

GOSH でのジム・ブレア氏（以下ジム氏）は、

彼が進めた知的障害者のケアの改善への取り組

みが評価され「2015 年 Learning Disability 

Today Public Sector Professionals Award」を受

賞していた。ジム氏は GOSH のほか、ロンドン

大学セント・ジョージ校とキングストン大学で助

教授、医療・介護に関する施設や居宅サービスの

評価をする「ケアの質委員会」（Care Quality 

Commission; CQC）の臨床専門委員も務めてい

る。スペシャル・オリンピックのヨーロッパ・ユ

ーラシア地区のクリニカル・ディレクターでもあ

る。 

ガーディアン紙（2012.2.14）では彼の功績が

以下のように紹介されていた。 

「Jim Blair は、知的障害のある患者のケアの

改善と、ケアの継続性の確保を訴えている。イギ

リスに知的障害者は 150 万人いる。しかし人々

の意識は、彼らをマイノリティとみなしている。

しかし、ジム氏はこの考えに警鐘を鳴らす。知的

障害者は、一般の人より病院に行くことが多く、

ケアの改善の必要性は、いくつかの報告書でも指

摘されている。そのひとつは、メンキャップ

（Mencap）報告書での「無関心によってもたら

された死」Death By Indifference (2007)である。

この報告書は、広く注目され、こうした問題を改

善する動きにつながっている。ジム氏はこの考え

を一歩進めて、"patient passport" （知的障害の

ある患者の重要な情報に、直ちにアクセスできる

システム）を推進している。また、シンプルなこ

とであるが、病院では当事者および保護者の話を

よく聞くことがいちばん重要であると指摘して
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いる。さらに次が必要であることを述べている。

１）診察時間を長くする、２）入院前手続き遵守、

３）合理的配慮、４）医者と病院スタッフの連携、

５）看護師のトレーニング、６）ベッドの確保、

７）退院後の安全確保ができるまで入院を延長す

ることであると啓発している」 

 

３）GOSH における知的障害・発達障害のある

子どもの医療受診に関する特別な環境と配慮 

GOSH では、知的障害･発達障害のある子ども

の手術等の医療受診に対し、特別な環境と配慮が

徹底して行われていたが、そのきっかけになった

のは以下のような出来事であった。 

2014 年 9 月、知的障害のある子どもが外傷で

受診し、当初外来での治療を行おうとしていたが、

本児が強く抵抗したため、全身麻酔下での治療が

必要と判断された。この対応が急きょセッティン

グされたため、その日予定されていた他 9 件の手

術がキャンセルになった。 結果として病院側が

人件費や手術費など多大な損失を被ることとな

った。あらかじめそういった治療が必要な子供を

抽出し、アセスメントし、病院の手術全体を調整

（予定だけでなく対応法などもふくめ）すること

のできる人材がいれば、同様の事例が再発するこ

とを予防できることと経済的なメリットがある

と考えた。 

このために、院内では以下のような、知的障害

のある子どもに対する特別な環境と配慮が整備

されていた。                                       

①麻酔プレアセスメント・クリニック 

日本でいえば予診外来に相当する。手術目的で

外来初診した子どもとその保護者はこの外来に

向かう。ここでは、まず初めにアセスメントシー

トを記入する。「あなたのお子さんは 35 週未満

で生まれましたか」「神経・耳・眼・内分泌で問

題は？」などの全 45 の質問事項がある。この中

に「あなたのお子さんには知的障害がありますか」

という項目があり、この項目にチェックがつくと、

病院のデータベースにフラグがつき、特別な配慮

が必要であるということがどの部署でもわかる

ように登録される。 

・「ホスピタル・パスポート」 

医療的な介入をするときには必ず確認すべき

事項を記入できる小冊子（８ページ）である。赤・

黄・緑のマークがついている。〔赤色〕のページ

は、問診しておきたい医学的重要事項、〔黄色〕

のページにはコミュニケーション方法と日常生

活動作（ADL）、〔緑〕のページには好き嫌いを

書き込めるようになっており、最後にヘルプが必

要 な と き は 、 地 域 知 的 障 害 支 援 チ ー ム

（Community Learning Disability Team）にア

クセスするようにと、連絡先が書いてある。 

この「ホスピタル・パスポート」は、各自自宅

に持ち帰り記入し、医療機関にかかるときにそれ

を提出し、退院するときにはまた本人に返される

という仕組みである。 

問診は個室で行われ病気の子どもをあきさせ

ない、リラックスさせ気を紛らわせるための工夫

がされている。術前の検査機器が置かれた部屋は、

照明を落とし、スヌーズレン（アクリル筒の下か

ら無数の泡が上昇しその中に色とりどりのプラ

スチック魚）が設置されるなどの環境的配慮が充

実していた。 

②麻酔導入室 

この部屋の前室にあるプレイルームには「プレ

イセラピスト」が常駐していて子どもたちとあそ

ぶ。個室では再度本人と家族に同意を確かめてお

く。緊張させないためのスヌーズレンの環境や、

マカトン法を使った歌ビデオなどで子どもの気

持ちを楽しませる工夫がある。特に重要なことは、

麻酔処理の直前まで入室を早めないなど、待ち時

間を可能な限り短くする工夫であった。こうした

障害のある子どもへの対応の方法は、全員の看護

師や医療スタッフが院内で定期的にトレーニン

グを受けている。 

③画像検査室と個別プロフィールファイルの

活用 

備え付けのファイルには、各日の検査（MRI

や CT など）予定の対象児のパーソナルプロフィ

ールが一枚ずつ入れられ、スタッフが適宜、対象
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児のプロフィールを把握し、スムーズに検査でき

るようになっている。 

④リカバリールーム 

看護師が術後の子どもをすばやく適切に対応

できるよう準備を整えて待つ。 

 

４）Jim Blair 氏（知的障害専門看護師病院コ

ンサルタント）の実践が果たす役割と課題 

 病院という組織は、その性格上、「階層的な

権限構造や多くの規則があり、厳密であるからこ

そ柔軟性が低い」という特性が指摘されることも

あり、新しい取り組みを病院全体として取り組み

始める場合は、多くのエネルギーと信頼性が必要

となることも少なくない。 

Jim Blair 氏がグレートオルスモンドストリー

ト小児病院で取り組んでいる実践は、知的障害を

もつ子どものために、組織で取り組むヘルスケア

のモデルである。 

このプログラムが、今回の GOSH でうまく実

践につながったのは、次のような互いに影響する

４つの要因によるものと思われる。 

①任務を果たす“チャンピオン（リーダー）”に

権限を与える 

②組織全体に広がる変化に対して支持を得る 

③小児やその家族の病院経験を再構造化する 

④研究を行い、情報を公表する 

（１）「チャンピオン」（特に障害理解に優れた人）

に権限を与えたということ 

Jim 氏は、GOSH という世界的に名声の高い

小児病院で働く知的障害専門看護師コンサルタ

ントである。Jim 氏が進めた「知的障害のある子

どもへの特別な医療的配慮」のアイデアや実践は、

病院の幹部からのトップダウンで生まれたもの

でなく、彼や実践にあたるスタッフの立場からボ

トムアップとして病院の経営陣に提案したもの

である。Jim 氏はこの実践により、病院管理者も

認める「チャンピオン・リーダー」となり、それ

がさらに革新的な実践とつながっていく原動力

にもなっていた。イギリスにおいては「チャンピ

オン」（特に障害理解に優れた人として周囲から

尊敬される）という存在は社会的にも注目される

ものであり、GOSH での実践を分析するにあた

り、文化的な背景も加味して考えることが大切で

あると考える。 

（２）組織に広がる変化をもたらすこと 

今回のシステム改革においては、システムを内

部から変える方法が非常にうまく機能したと考

える。まず病院組織の重要人物から支持を得るた

めに、説得力のある議論を展開した。病院のビジ

ネス管理者に対しては、知的障害の子どもが手術

を受けた時に適切な手立てを講じなかったこと

で病院にどれだけ巨額の金銭的損失があったか

という実際の例を用いて訴えた。次に、病院内の

ある部門のキーパーソンと説得力のある議論を

行った。その議論の中で、新しい手順、プロトコ

ール、環境を作り上げることができた。スタッフ

をトレーニングすることや、親や地域と共にプロ

グラムを作り上げることは変化を確立するため

の次のステップだった。 

（３）環境とプロトコールの再構造化 

GOSH で知的障害の子どもが受けるヘルスケ

アサービスそのものに変更はないが、支援の提供

の仕方や、いくつかのケースでは支援を提供する

環境を変えた。また組織がより効果的に有効に機

能するために、知的障害の子どもに対しても強い

られる手順やプロトコールを変えた。特に知的障

害や ASD の子どもにとって親しみやすいように

再構造化された環境を整えた。 

例えば、手術前の検査室は子ども達の気がまぎ

れたり落ち着いたりするように感覚刺激のある

道具を備えて改装されたり、光の強さを簡単に調

節できるような電灯が用いられたり、子どもに優

しい壁画が窓のない壁にとって代わったりした。 

新しい手順やプロトコールは、これまでの病院

のうち家族や子どもにとって「使いにくさ」があ

る環境から手がけられた。たとえば、家族は最初

に病院に到着すると、ポケットベルを渡され、医

療の支援をうける順番が来るまでに、カフェや車、

外を歩いたりしていてもよいようになっている。

この手順によって、子どもが待機室で長時間、待
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たされるということが少なくなり、最小化された。 

また、予備診察時に、「知的障害がある」と保

護者がチェックを付けたり、あるいはスタッフが

把握したケースでは、病院カルテ上で「特別な支

援を要する子どもである」とスタッフがすぐにわ

かるようなマークが表示されるようになってい

る。子どもと関わる上で必要な情報は Hospital 

Passport（病院パスポート）に集約され、子ども

の記録の一部となる。特に訓練されたスタッフが、

子どもの問題となる行動のリスクやストレス反

応を評価するために、数週間にわたって関わり、

問題行動を最小化するための計画を立てること

に役立てるのである。 

（４）情報の普及を通して築かれる力 

GOSH では、ヘルスケアに関わる生徒や病院

スタッフのトレーニングに関与し、研究を行った

り、様々な出版物や掲示物を通してプログラムを

推進したりしている（ガーディアン紙がプログラ

ムについて取り上げた）。こうしたモデルプログ

ラムを作ることが、他の地域でも役立つ情報を広

める上での第一歩であろう。 

 

Ｃ．第二機能に関する調査 

「地域サービス」「生活施設」「教育」における知

的障害等のある人に対する医療受診支援 

とその特徴 

 

１．「地域サービス」として知的障害等のある人

に対し医療支援を実施している機関―英国自閉

症協会 (NAS) ロンドン南部地域＆サリー州

（The National Autistic Society Surrey Adult 

and Community Services） 

 

１）英国自閉症協会（ＮＡＳ）について 

本協会は 1962年設立したイギリス国内最大の

自閉症支援団体である。学校や施設の運営、自治

体への専門的コンサルタントとアドバイス、トレ

ーニング、調査研究活動、権利擁護活動などを活

発に行っており、自閉症をめぐる状況の大きな変

化とともに、NAS の支援の幅も拡がってきてい

る。現在では協会が直接運営する学校（6 校、6

～19 歳対象、生徒数計 400 人）であり、他、施

設、サポーテッドリビングではより複雑なニーズ

をもつ人たちを視野に入れた運営にスタンスを

移してきている。ＮＡＳはすべての自閉症者とそ

の家族が適切なサービスを受けることを目指し

ている。また現在、自治体に対する専門サービス

の提供機関に変わりつつあり、本協会は自閉症法

（Autism Act  2009）の成立やその後の普及の

ためのキャンペーン・政策提言・ロビー活動をリ

ードする役割を担っているといえる。 

パイオニア的なサービスとして、アーリーバー

ドプログラム、アスペルガーの就労支援（当事

者・企業）、自閉症専門施設や学校の認証（アク

レディテーション）１）、診断と診断のトレーニ

ングを行っている。かつては触法発達障害の「ヘ

イズ矯正施設」を運営もしていた。 

ＨＰによると、ＮＡＳ財政（2014/15 会計年度）

の収入は、9,570 万ポンド（約 163 億円）で、内

訳は主に自治体との契約による収入：8,740 万ポ

ンド（約 150 億円）と、募金・寄付収入などで

ある（※為替レート１ポンド 170 円で計算）。訪

問概要   

 

２）ＮＡＳ ロンドン南部＆サリー州 成人＆コ

ミュニティサービスが提供する支援の内容                                      

調査対象メンバーは以下であった。 

ジェイミー・ラング Jamie Lang, Transition 

Development and Referral Manager 

リサ・ダコスタ Lisa d’Costa, Transition 

Development and Referral Manager 

本サービスが提供する支援は１８歳以上が対

象である。①デイサービス、②ケアホームなど居

住サービス、③ASSIST(診断途上の人や成人にな

って診断された人)のサービス、④その他、アス

ペルガー障害の大学生の支援なども行っている。

利用料は、基本的には自治体から個人への予算で

あり、利用者各人が NAS と契約している。なお、

ＮＡＳの施設や学校は、全て SPELL を基本理念

としており（後述）、トレーニングを受けている。 
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①デイサービス 

ＮＡＳサリー州サービスの拠点となっている

町ゴダルミングでは、「リンデンハウス」、「オー

ルドミル」、「ホライズン」の３箇所を運営してい

るが、そのうち、「リンデンハウス」と「オール

ドミル」を見学した。 

リンデンハウスでは、利用者は調理が終了した

ところでゆったりとテーブルに座ってリラック

スしていた。壁に予定が貼ってあり、毎日来る人

と特定の曜日に来る人がいるようだ。利用者の中

には、精神疾患を併存している人もいるという。

不安に対処するための個別およびグループワー

クのプログラムもあり、行動コーディネーター

（behaviour coordinator）が担当している。行

動コーディネーターの仕事は、不安のメカニズム

の学習指導、呼吸法などのコーピング方法の指導、

各人が具体的な不安について話し合うときの進

行役となるなどの内容である。昨年は、180 人以

上の紹介があった。紹介者がＮＡＳのサービスを

利用することになった場合、行動コーディネータ

ーは行動面でのアセスメントを実施し、処遇プラ

ンをつくり、個人に合わせて決め細かいサービス

提供するように心がける。 

②ケアホーム 

ケアホーム（Residential Home）「ストーンピ

ット・クローズ」（Stonepit Close）を見学した。

自閉症とアスペルガー障害の人が対象で、連結し

た２棟で計１０人が住んでいた。この他に、サポ

ーテッドリビング（４人 内３人は、３ベッドの

家）。アパート（１人）へのサービスも提供して

いる。 

③ASSIST サービス 

ASSIST （ Asperger Support Signposting 

Information Services Team）は近年広がってい

る興味深いサービスである。サービス対象は大人

になってからアスペルガー障害の診断を受けた

人、また、診断を受ける途上である人である。イ

ギリスでは診断を受けるには家庭医（GP）を通

して、専門機関につながるので時間がかかる。す

なわち ASSIST の対象者は、診断されている人

や診断をこれから受ける人などでそれまで支援

を受けていなかった人である。彼らは知的障害サ

ービスや精神障害サービスの受給資格はない。サ

リー州では昨年約 1500 人の支援をした。自治体

からのパーソナル・バジェットでサービスを得て

いる。本人の希望に合わせてサービスが選択でき

るが、アシストだけが唯一の社会との関わりの人

もいる。彼らが抱えている問題は、友達がいない

といったものから、借金があるというものまで

様々である。精神疾患を併存している人も多く、

その後精神障害のサービスに移るような人も相

当数いる。 

ASSIST の利用者は人に助けてもらうスキル

を身に付けていない人も多い。そうした場合、た

だ「何か困ってないですか？」と聞くのではなく

「たとえばこういうことが困っていないか」と項

目を書いたリストを見せてチェックすることで、

自分の問題がわかるような人もいる。なお

ASSIST サービスは、サリー州とロンドン北部が

管轄する３つの自治体の２ヶ所のみ実施してい

る。 

④ＳＰＥＬＬ 

イギリス自閉症協会（ＮＡＳ）が提唱するＡＳ

Ｄ支援の共通理念である。 

○Structure（構造化）:見通しがつくようにする、

具体化、視覚化 

○Positive approach（肯定的なアプローチ）：ス

タッフの肯定的な言葉がけで安心し、本来の力を

発揮できるようにする 

○Empathy（共感）：独特の認知の仕方に共感す

る 

○Low arousal （穏やか）：感覚過敏への配慮 

○Links（繋がり）：関係者の連携である。 

 

３）本サービスにおける医療支援に関して                                                                            

（１）利用者の一般の健診制度に基づいた検査に

ついて 

イギリスでは企業で働いている人には健診の

システムがあるが、それ以外は任意である。ケア

ホームの利用者は年に１度の健診も受けるが、日
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常的には専門医による健康チェックがあり重層

的にチェックしている。スタッフは起こったこと

はすべて日誌をつけている。たとえば背中が痛い

と訴えたことなど細かいことまで記録する。自分

をたたくなど行動が変化したら身体的な不調を

疑う。各人の「ペインプロフィール」があり、痛

みがあるときにとり得る行動を記載している（た

とえば他人に攻撃的になる、動かなくなるなど）。

精神科医が利用者にあわせて３ヶ月に１回来て

レビューをする。てんかんについては神経学専門

医が関わる。 

（２）ケアホーム利用者以外の医療支援の利用に

ついて 

ケアホーム利用者以外の人の医療支援の利用

は個別の対応をする。たとえばイギリスでは家庭

医（ＧＰ）と予約をとっていても診療時間が遅れ

ることがあり、待つ時間が長く不安が昂じること

もあるので予測可能なように支援する。具体例で

は、①ＧＰあてに手紙を書く、②前日にクリニッ

クに電話で確認する、③車種を知らせておき、当

日は感覚グッズなどを持参して、車中で待つ、④

受付の人が来て案内するなどである。 

ＧＰ医院のドアの中に何があるか分からない

だけで不安になる人もいる。そうした人は、最初

は入口、次は待合室など、用事がないときにＧＰ

に行って慣れるなどの支援をする。 

医者に質問されてすぐに答えられず、不安が高

まる人もいる。利用者といっしょに「ソーシャル

ストーリー」を書いて「５分待ってください」な

ど言えるようにする。 

利用者全員には同じ方法は通用しない。最近の

例であるが、ある女性に足指の感染症があり不安

が昂じていた。彼女は能力が高く一人暮らしをし

ており、車が運転でき猫を飼っている。しかし感

染症がどれくらい悪いのか分からないのが不安

の原因だった。彼女への支援として、足指の写真

のカラーマッチングをした。グーグルで検索し足

指の感染症の写真を見つけ、１ページに貼り付け

た。各写真の横に、①医者に行かなくてよい、②

患部がグレーの場合、足の専門医に見せる、③赤

の場合、ＧＰを予約するなどと対処法を書いた。

ＧＰでは「私の足指は感染しています。診て下さ

い」と言う練習をしておく。彼女は相手の言って

いることが理解できなくても、わかったかのよう

に「イエス」と言ってしまうので、彼女がＧＰに

診てもらった後、医者に電話して確認するという

橋渡しも行う。彼女の場合、このような簡単な支

援えでもずいぶん助けになった。 

ホスピタル・パスポートは重要なツールである。

本人の健康について重要なこと、好きなこと、嫌

いなことなど親といっしょに作成する。１００種

類以上のバージョンがある。ＡＳＤの人と他の障

害の人とは内容が違う。ＡＳＤは主にコミュニケ

ーションや不安などの特徴がわかるようにして

いる。親や他の関係者も入って「サークルミーテ

ィング」をしながらホスピタル・パスポートを作

成する。その作業を通して、全員がその人のニー

ズを学ぶ。 

（３）ASD の人の兆候（運動量が減り、病気に

なる場合もあるなど）と配慮について 

特に、デイセンター「オールドミル」の利用者

がそうであるのだが、運動に対するモチベーショ

ンが低い。そのため、楽しく運動できるようにす

る。たとえばサイクリング、トランポリン、水泳

などである。活動では、不安にならないようにた

くさんサポートすることが大切である。健康的な

ライフスタイルはたいへん重要である。外出時も

可能な場合、車を使わない。食事も、好きなもの

ばかり食べると身体をこわす。バーガーとフライ

ド・ポテトは、１ヶ月に１回程度ならいい。一方、

サンドイッチ、サラダ、スープなど、より健康的

な選択ができるように支援する。 

（４）サリー州の医師会の組織的な関与について 

ＮＡＳは医療従事者を含む専門職への啓発セ

ミナーを実施しているが、とくに医師会に働きか

けるということはない。なぜなら家庭医（ＧＰ）

と個別のよい関係ができているからだ。ケアホー

ムの１２人に対して１２人のＧＰが関わってい

る。何かあれば電話やメールで相談できる。医者

もわれわれに電話してくる。ここでも個別の対応
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である。ＧＰが合理的配慮をする。たとえば利用

者で上から見下ろされるのが嫌な人がいて彼の

ＧＰの背が高い場合、利用者に合わせてＧＰは立

ち上がらないようにしている。このようなことで

あっても利用者の医療受診には大切な配慮であ

る。 

（５）本サービスにおける医療受診支援の特徴お

よび課題                                     

本サービスの実践やプログラム等から導き出

される重要な考慮点がいくつかあった。 

①イギリスでの公共政策やサービスに変化を

起こす動き、②質の高いスタッフとネットワーク

を育てること、③個人と、個人のヘルスケアニー

ズの評価の重要性、④ASD をもつ個人がアクセ

スでき利用できるヘルスケアツールやシステム

の作成、である。 

①イギリスの知的障害や ASD の人のためのヘ

ルスケアシステムの変化 

変化の原動力になったのは親の要望運動であ

った。以下の政策提言は、訪問したほぼすべての

機関で言及された。 

○精神保健法 The Mental Health Act 

○ケア法 The Care Act 

○意思決定能力法 The Mental Capacity Act   

法律が施行されると、政府機関は新しいガイド

ラインを作成する。サービス提供者はケアの提供

や質を確実に合理的に配慮することが求められ

る。多くの支援組織（NAS）はサービス計画と

実際の実践のギャップを埋める援助をしている。

例えば NAS のスタッフは ASD をもつ人がＧＰ

などの医療ケアサービスに十分利用できるよう

に、繰り返しクリニックに出向くことでストレス

を減らしたり、実際のアポイントの前に利用者と

十分ルーチンを練習したりする。また病気やケガ

の症状を自分で認識できること、症状を人に伝え

たりするやり方を教えたりする。もし問題がおこ

るようなら一緒についていったり問題解決を手

伝うなど、質の高いケアが提供できるように徹底

した支援を行う。 

②質の高いスタッフとネットワークの育成 

NAS のような地域の支援機関では上級スタッ

フが質の高い医療ケアを確実に受けられるため

のキーとなる。上級スタッフの役割や責任は支援

者のジェネラリストモデルとして確立している

（このジェネラリストモデルはアメリカのノー

スカロライナ大学の TEACCH プログラムで用

いられ成功している）。NAS のシニアスタッフは

アセスメントや治療プロトコールを個別化でき

る能力を備えている。多くの経験があり、ASD

の個人に作り上げるプログラムはすべて個別化

される重要性を強調している。 

③評価の重要な役割 

ASD をもつ人を評価する能力について、標準

化されたアセスメントツールや生活の中での自

然観察で得られる情報により得ていた。このよう

な情報は直接、利用者の Health Action Plan（健

康行動計画）などに目標やストラテジーとして取

り入れられる。NAS は自閉症協会評価ツールを

作り、個別の支援計画（NAS 支援計画）も作成

していた。 

 

４）質の高いヘルスケアにアクセスするのを促

す特定のツールやプロトコール 

多くのプロトコールが、医療ケアの状況に関す

る重要な情報を関係機関とやりとりできるよう

に作られている。Hospital Passport はその一例

で、利用者の受診に先立ってヘルスケア提供者に

提示される重要な情報が書かれている。Health 

Action Plan（健康行動計画）は質の高いヘルス

ケアの提供を改善している。 
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身が自分たちで創ったのがこの学校であった。激

しい問題行動のため、いくつかの学校を退学にな

り、最後の手段としてこの学校に来た子どもも多

く、転入する時期はまちまちであるとのことだっ

た。

教育内容には設立時の親たちの強い意見が取

り入れられているという。寄宿舎はなく、ほぼ全

員がロンドン市内の家庭から学校が手配するタ

クシーなどで通う。家庭との連携を重視しており、

入学後

庭にも出向き、家での環境調整の支援をしている。

全員が、「判定書（

2004

3)を取得している。
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アセスメントに基づいて、個々の子どもに合わ

せた課題や目標を設定し、問題行動を改善し、コ

ミュニケーションや社会性のスキルを指導する。

それぞれの子どもには、「キーワーカー」がつく。

指導は多職種チームによるもので、学級担任、

ABA

士（

る。

ツリーハウスの役割は、

校、②

と専門家のトレーニング、④
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重要なポジションを担っている。この学校の授業

料は非常に高い。前述の判定書に基づいた支援で

あり、地方当局が払い、個人負担はない。今回確

認したところ、子ども

61,271

ポンド（約

局からの資金をとりつけるのは、入学希望者の

10

レート

自閉症の子どものことを理解し優れた実践を

していた。

学校であるが、

しい問題行動のため、いくつかの学校を退学にな

り、最後の手段としてこの学校に来た子どもも多

く、転入する時期はまちまちであるとのことだっ

た。 

教育内容には設立時の親たちの強い意見が取

り入れられているという。寄宿舎はなく、ほぼ全

員がロンドン市内の家庭から学校が手配するタ

クシーなどで通う。家庭との連携を重視しており、

入学後 6 ヶ月間は

庭にも出向き、家での環境調整の支援をしている。

全員が、「判定書（

2004 年より自閉症認証（

を取得している。
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アセスメントに基づいて、個々の子どもに合わ

せた課題や目標を設定し、問題行動を改善し、コ
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いた。とくに重い知的障害を伴う自閉症の個々の

子どもの成長のために、多くの専門家が、親のサ

ポートも含めて、包括的なアプローチで取り組ん

でいた。 

 

４）本校における医療的ケアの取り組みについて 

本校では医療的なケアが必要な子どもの支援

について、以下のような実践を行っていた。      

（１）健康管理のための取り組みや病院受診の練

習について 

具体的な取り組みを積み重ねている。たとえば、

校内にある歯科処置室には、歯科医師が１ヶ月に

１回きて受診の練習を行っている。処置の内容や、

どれくらいの時間がかかるかを視覚的に説明し、

子どもが理解し納得できるようにしている。それ

だけでなく、感覚過敏のため歯磨きが非常に困難

な子どももいる。そういった子どもも、予防がで

きるように、また徐々に歯科治療に慣れるように、

先生と歯科医師が協力し、本人の強みや関心を生

かして、楽しい雰囲気で学べるように、日常の学

習のひとつとして取り入れている。 

（２）問題行動に対しての支援について 

行動へのポジティブな介入である Positive 

Behaviour Support(PBS）に力を入れている。 

様々な専門家による指導により、自分の行動を

認識し、その行動が社会的に受け入れられるか否

かを判断する能力を体得させる。その子どものレ

ベルでの個人指導が必要である。そのうち休み時

間に校内の「模擬売店」で、たまった報酬で好き

なものを買うなどして、特定のスタッフだけでな

く多くの大人に対して、学んだスキルを応用し、

関われるようにしていく。 

（３）問題行動が改善したあとの地域の学校への

再通学について 

問題行動が改善したあとに、もともと通ってい

た地域の学校に再度、通学する子どもがいるかど

うかであるが、そうしたケースはほぼない。卒業

後、地域でできるだけ自立して暮らせるように個

別教育計画を立てている。就業や、買い物や外食、

友達や仲間とうまく行動できるようなスキルを

育てている。また、移行期には、家族が地域の社

会サービスを適切に利用できるようなコーディ

ネーションの支援もしている。 

（４）「アンビシャス・カレッジ」について       

ツリーハウスは 19 歳までであるが、自閉症の

子どもたちは学習に時間がかかるので、継続教育

として成人期に教育期間がかかることもある。そ

のため 2014 年 9 月から、ツリーハウスを運営す

るAmbitious about Autismの新しい取り組みと

して「アンビシャス・カレッジ」が創設された。

ロンドン市内の２つのカレッジと提携し、キャン

パス内に自閉症の学生を対象とした学級として

設置しており、合計 39 名の自閉症の学生が通っ

ている。ツリーハウスの卒業生だけが対象ではな

く、今後各キャンパスの定員を 65 名とする予定

である。 

自立生活、雇用、人間関係と地域社会への参加、

健康保持についてさらに学ぶためである。支援者

がついて活動し、コンピュータの学習などに参加

したり、一般の学生と交流したりを行っている。

また、仕事に就くためのトレーニングもしており、

ある生徒は、教会で、ビジターのための温かいス

ープをつくる手伝いをしている。 

 

５．ツリーハウスにおける医療受診支援とその課

題 

ツリーハウスでは生徒達への指導に応用行動

分析（ABA）の手法を取り入れていると述べて

いるが、他の多くのプログラムのように、ASD

の子ども達に対して有効であると認められてい

る（ABA 以外の）様々なよく確立されたツール

や手続きも組み入れている。例えば、子ども達の

中には絵交換式コミュニケーション（PECS）や

その他のコミュニケーション技術を用いている

子もいる。TEACCH アプローチと同様の視覚支

援も用いている。感覚統合訓練を用いている作業

療法士が学校に雇用されており、言語聴覚士や他

の専門職もいる。訓練された教師はクラスを担当

し、ABA コンサルタントが特定の行動プログラ

ムの開発や管理を手伝う。 
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ツリーハウスのスタッフはしばしば、行動上の

より強い困難を抱える子ども達に対応しなけれ

ばならない。彼らの任務はまずはツリーハウスに

おいて子ども達がうまく生活できるようになり、

地域の中に出たでもうまく移行できるように支

援することである。卒業までにスキルを教室の外

でも般化できるように、高いレベルで自立し地域

に溶け込めるためのライフスキルを習得できる

ように関わる。ライフスキルの習得を強調するこ

とは、セルフケアや地域のヘルスケアサービスに

十分に参加できる力を育てることにもあてはま

る（元は、学校でライフスキルを教えるためのプ

ログラムを作るように学校に求めたことによる）。

例えば、学校には歯科診察用のいすを完備した歯

科診察室があり、実際の歯科検査に用いられる

（訪問歯科医によって行われる）。これらは将来

的に生徒が地域の歯科医に行く準備のために、

徐々に慣れていく訓練として用いられる。運動や

食事もまた学校によって管理され、健康なライフ

スタイルのルーチンや選択が各生徒の予防的プ

ログラムの一部に入っている。 

ツリーハウスのスタッフは地域のヘルスケア

組織を含む他の機関にコンサルテーションをし

たり、トレーニングを提供したりしている。

Ambitious About Autism は ASD を持つ人のた

めの大学プログラムも開始しており、地域の大学

の敷地内に設置されている。 

まとめと印象として、ほとんどのベストプラク

ティスモデルは、重要なライフスキルは小児の早

期に目標にされ、早期の正規教育の中で習得され

るべきであると述べている。これらのスキルは家

庭や学校から地域に移行される必要がある。一般

的なセルフケアはしばしば目標とされる領域で

ある。地域のヘルスケア専門家と関わり、セルフ

ケアにこの高いレベルにある能力は、多くの早期

教育プログラムでは目標にされていない。最初か

ら子ども達をポジティブなヘルスケア環境に慣

れさせ、ヘルスケアの専門家と関わる能力を高め

ることを意識的に行うことによって、家族のスト

レスを長期的に減少させ、生命予後を改善し、知

的障害や ASD の人の生活の質を向上させること

につながるかもしれない。 

 

３．「生活施設」における知的障害のある人の医

療受診支援―自閉症成人施設「ストラウドコー

ト・コミュニティートラスト」（Stroud Court 

Community Trust: SCCT） 

 

１）ストラウドコートの沿革と支援内容について                                                                   

1983 年に設立された自閉症成人施設である。

慈善団体 Stroud Court Community Trust

（SCCT）によって運営されている。1～10 人の

居住者によって利用されるイギリススタイルの

小さな 7 つのグループホーム、中央のメインオフ

ィスの建物、専用の建物（プールなど）から成る。

39 名の利用者（平均年齢 43 歳）が、各１～10

名住んでいる。 

聞き取り対象は、クリス・アトキンス氏 スト

ラウドコート所長（Chris Atkins, Executive 

Director, SCCT）、リチャード・ミルズ氏 リサー

チオーティズム・研究部長（Richard Mills, 

Research Director, Research Autism）であった。               

1983 年、自閉症児の親の会 Mind Conties 

Autistic Society が建物と敷地を購入し、わが子

たちの学校卒業後の場所としての施設を設立し

た。1990 年代前半からは SCCT が各人の出身自

治体（約 20 か所）が払う利用料で運営されてい

る。 

2015 年のケアの質委員会 Care Quality 

Commission: CQC）監査報告書では、SCCT が、

ASD に特化した質の高いケアを提供しているこ

とを高く評価している。とくに本人の意思を中心

としたケア（パーソン・センタード・ケア）の理

念に基づき、障害特性にあった環境設定や個別ケ

アが柔軟に行われていることや、リスクアセスメ

ントが実施され、本人の安全が保たれていること

や、サービスの一貫性を重要な要素として取り上

げていることなどが高評価の対象となっている。

また、地域の他機関との協働や、家族との連携も

よくとられていること、さらに意思決定について
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導入するなどリラックスして楽しめるよう工夫

をしている。また敷地内の経路はアスファルトで

整備され歩きやすく、見通しもよい。利用者たち

はふだんから敷地内を散歩し健康を保持するよ

うにしている。他にも、地域のプール、インドア

ー、乗馬などの活動もあり、プログラムはい

ろいろな面で、居住者の健康とヘルスケアの促進
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的な水泳や影響度の低い運動プログラムとして

利用できる。

のプログラムの全ての面と同じように）は、個々

に用意され、健康的な選択を促進して

物は現場で投与される。

（２）病気の早期発見

コミュニケーションに困難を抱え体の不調が

訴えられない人の病気をどのように発見するか

に関しては、「行動の変化があったら、まず体の

不調を疑え」としてスタッフのトレーニングを徹

底している。例として「ある利用者が椅子に座っ

ていたが、体が傾いている。特に本人からの不調

は訴えなかったが、念のため、医者に連れていっ

たところ骨が折れていた」などがあげられた。看

護師などの医療スタッフはおらず、スタッフは応

急手当トレーニングを受けている。定期の、ある

いは救急医療受診は地

る。スタッフは、居住者が医療機関を受診する準

備や、医療機関スタッフが各々の居住者と効果的

に働くことができるための準備を行っている。手

首につけるモニターを利用し、各々の居住者の

康や活動について定期的にデータを管理する計

画がある。
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いている。 サービスは週に 7 日、24 時間利用で

き、緊急な必要性が生じた場合への率先的対応に

焦点をあてている。地域のチームは異なる健康関

連の分野（例えば、看護師、言語聴覚士、作業療

法士など）の約 15 人の専門家から成る。 照会

はコミュニティ・ケース-マネージャーから組織

になされる。チームは知的障害のある人たちと協

働し、既存の医療サービス（例えば、利用者やサ

ービス提供者の予約の準備、ヘルスケア・スタッ

フのためのトレーニング）へのアクセスや利用を

改善すること、後に行われる医療的治療（例えば

手術）の調整を促すこと、不必要な治療を最小に

することなどの活動を行っている。このチームの

サービスの重要な部分は、知的障害をもつ人のケ

アに関わる全ての人が、その人の健康状態に関す

る適切な最新の情報を確実にもつということで

ある。例えば、病院パスポート文書を完成、共有

し、健康行動計画を実行する。スタッフは特に行

動の変化という形で示されるかもしれない体調

の変容を見出す訓練を受けている。チームはケア

提供者の間で一貫性を促すためにポジティブな

行動支援（PBS）に関する無料のトレーニングを

提供している。 

（４）健康に関わる健診について－質の高いヘル

スケアプログラムを目指して 

リチャード氏は、自閉症の全ての個人のための

毎年の健診についてこう助言する。 健診は最小

限の全般的な健康（視力や聴力を含む）、薬物処

方計画、慢性の健康状況（例えば発作性疾患）を

評価しなければならず、年齢的因子（例えば、関

節炎）あるいは家族の危険因子（例えば、高いコ

レステロール）の予防的なチェック項目を含まな

ければならない。年間の健診に加えて、個別プロ

グラムが健康的なライフスタイル（例えば、低い

ストレス、健康的な食事、定期的な運動、社会的

サポート）を促進しなければならない。ASD の

個人の健康を促進する方法を考慮する場合、この

要因（ライフスタイル）が最も重要である。我々

は、人生の早期に目標とされ、人生を通して達成

されていくべきであるライフスキルのゴールと

して、ヘルスケアに個人が十分に参加するために

その人の力をみることの重要性について学んだ。 

 

Ｄ．第三機能に関する調査 

「権利擁護」支援として知的障害のある人の医療

受診支援に関与する機関― POhWER（People 

of Hertsvilleshire Want Equal Rights） 

 

１）POhWER について                     

1996 年、慈善団体（charity organization）と

して設立した。POhWER の名前は、People of 

Hertfordshire Want Equal Rights（ハートフォ

ードシャー州の人々は平等の権利を求めている）

というスローガンからきている。現在では英国最

大のアドボカシー団体であり、イングランドの３

分の２の地域で事業を展開している。POhWER

のスタッフは、約 300 人（内 50 人がパートタイ

ム）、IMCA は約５０人。理事の大半は障害のあ

る当事者である。知的障害者も２人いる。 

提供しているサービスは、主に次の５種類であ

る。 

（１） IMCA（イムカ）サービス IMCA 

(Independent Mental Capacity Advocate) 

（２） IMHA（イムハ）サービス IMHA

（Independent Mental Health Advocacy） 

（３）ケア法によるアドボカシー 

（４）NHS 苦情申し立て 

（５）コミュニティ・アドボカシー（地域に住

む知的障害のある人々が対象） 

＊（１）～（４）のアドボカシーは法的義務。 

 

２） POhWER が提供するアドボカシーの種類

の変化の背景  

聞き取り対象は、ローアン・ダイソン事業開発

担当役員 Roan Dyson, Director of Business 

Development、 

フィオナ・マカーサー・ウォービー 新規ビジ

ネス担当部長 Fiona McArthur-WorbeyHead 

of New Business であった。 

ここ４～５年で POhWER が提供するアドボ



 

カシーの種類に変化が起きている。次の出来事や

動きが背景となって、アドボカシーの提供が要請

されるケースが増えたと指摘する。

① 最高裁の「チェシャーウェスト判決」（Ａ）

の影響 

施設入所者は「自由剥奪のセーフガード

に該当するのかの判断が必要となった。

② ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件（Ｂ）

の影響 

事件の反省として、大きな方向性が示された。

知的障害、自閉症、行動障害のある人たちの人権

を尊重し、治療が必要ない人を入院させない支援

をする。「ケアの変換」（

呼ばれる動きである。本人が地域に戻る際に、ア

ドボケートが要請され

③ 2015

が施行されたこと

これに伴い、知的障害、認知症などのアドボカ

シーの範囲が広がった（Ｃ）。

（Ａ） チェシャー・ウェスト判決（

West decision

（DoLS）

2014 年

の剥奪に関する事件に関する最高裁の判決（

Cheshire West and Chester Council

Q v Surrey County Council

のことが地方自治体の障害者介護制度に大きな

影響を与えている。

＜３人のケース

脳性マヒ・ダウン症の

普通の住居に近い小さいグループホームで、他の
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が施行されたこと 
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脳性マヒ・ダウン症の P さん（
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カシーの種類に変化が起きている。次の出来事や

動きが背景となって、アドボカシーの提供が要請

                                     

最高裁の「チェシャーウェスト判決」（Ａ）

DoLS」

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件（Ｂ）

事件の反省として、大きな方向性が示された。

知的障害、自閉症、行動障害のある人たちの人権

を尊重し、治療が必要ない人を入院させない支援

Transforming Care）と

呼ばれる動きである。本人が地域に戻る際に、ア

(Care Act)

これに伴い、知的障害、認知症などのアドボカ

Cheshire 

）と「自由の剥奪セーフガード

日、判断能力を欠く者の自由

の剥奪に関する事件に関する最高裁の判決（P v 

判決と P & 

下りた。こ

のことが地方自治体の障害者介護制度に大きな

歳男性）は、

普通の住居に近い小さいグループホームで、他の

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

に置かれている。

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

ときには抑制

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

ができない。

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

よる承認、あるいは

（MCA

に基づく手続きが行われなければならない。その

ため自治体は、

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

（Ｂ）

（Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

症者が対象。

る民間会社

営者は、施設の元看護士

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

アの質委員会」（

CQC

護士は

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

し、

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、

ード・ケア」を重視している。

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

に置かれている。

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

ときには抑制（

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

ができない。 

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

よる承認、あるいは

MCA）の「自由の剥奪セーフガード」（

に基づく手続きが行われなければならない。その

ため自治体は、

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

（Ｂ） ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

症者が対象。26

る民間会社 Castlebeck

営者は、施設の元看護士

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

アの質委員会」（

CQC）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

護士は BBC の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

し、2011 年２月から

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、

ード・ケア」を重視している。

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

に置かれている。 

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

（restrain）されることもある。

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

 

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

よる承認、あるいは 2005

）の「自由の剥奪セーフガード」（

に基づく手続きが行われなければならない。その

ため自治体は、IMCA を要請し、本人のベストイ

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

26 床）で起きた虐待事件。運営す

Castlebeck 社（

営者は、施設の元看護士

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

アの質委員会」（Care Quality C

）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

年２月から 3 月に５週間現場に潜入取

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、MCA 同様、「パーソンセンタ

ード・ケア」を重視している。

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

）されることもある。

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

2005 年意思決定能力法

）の「自由の剥奪セーフガード」（

に基づく手続きが行われなければならない。その

を要請し、本人のベストイ

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

床）で起きた虐待事件。運営す

社（56 施設を運営）の経

営者は、施設の元看護士 Terry Bryan

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

Care Quality Commission; 

）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

月に５週間現場に潜入取

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

同様、「パーソンセンタ

ード・ケア」を重視している。 

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

）されることもある。 

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

年意思決定能力法

）の「自由の剥奪セーフガード」（DoLS）

に基づく手続きが行われなければならない。その

を要請し、本人のベストイ

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse） 

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

床）で起きた虐待事件。運営す

施設を運営）の経

Terry Bryan による告

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

ommission; 

）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

月に５週間現場に潜入取

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。 

同様、「パーソンセンタ

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

 

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

年意思決定能力法

）

に基づく手続きが行われなければならない。その

を要請し、本人のベストイ

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。 

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

床）で起きた虐待事件。運営す

施設を運営）の経

による告

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

ommission; 

）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

月に５週間現場に潜入取

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

同様、「パーソンセンタ
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ケアのアセスメント、ケアプランの策定、変

更・見直し、セーフガードの意思決定過程おいて

本人を関与させることが自治体の責務となる。同

意能力を有する人でも、自分のケアプランに関与

することが「相当困難がある」（substantial 

difficulty）人も、アドボケートの支援が受けら

れる。またケア法の下でのアドボカシーは、MCA

の特定の意思決定とは異なり、当事者と自治体の

継 続 的 な パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ ongoing 

partnership）として運用されるといえる。 

 

３）POhWER における知的障害のある成人に提

供するアドボカシーと健康に関連すること                                      

（１）POhWER が知的障害のある成人に提供す

るアドボカシーにおいて、健康に関連することは

どれくらいの割合を占めるか？ 

約６割くらいが、健康とウェルビーイングの問

題、すなわちその人の生活の質（ＱＯＬ）に直結

するといえる。POhWER の仕事は、その人が決

定時にないがしろにされないように、サポートす

るということである。 

POhWER は、ハートフォードシャー州の自治

体と協力し、「パーソナルヘルス・アクションプ

ラン」（Personal Health Action Plan）のフォー

マットを作成した。私たちはコミュニケーション

のスタイルを工夫することで、本人が自分の健康

維持に関われるようにするという方向で関わっ

た。 

○「パーソナルヘルス・アクションプラン」 

英国保健省（Department of Health）が知的

障害者の健康を守るために推奨する取り組み、

Healthcare for People with Learning 

Disabilities の一環であり、知的障害のある本人

が、自分の健康維持について理解し、関与できる

ようにするためである。各自治体が地域の団体と

ともに、フォーマットを作成している。ハートフ

ォードシャー州では、紫色のフォルダーに自分の

健康情報をわかりやすく記録しておく。通称

Purple Folder と呼ばれており、自宅に保管し、

医者にかかるときに、本人が持参する。 

絵がふんだんに使ってあり、内容は、「年次健

康診断は済ませたか」、「眼科、耳鼻科、歯科など

のチェックはしているか」、「慢性病の管理はきち

んとされているか」など具体的な記録である。 

コミュニケーションの方法の欄もある。その人

のコミュニケーション方法は何がベストか、絵や

写真を使うのがよいのか、シンボルか、手話か、

どんな手がかりが助けになるのかなど。これを知

ることで医者や看護師も、本人と効果的にコミュ

ニケーションをとる準備ができる。 

感覚過敏があるのか、何をされると嫌なのかの

欄もあり、医療機関は、何が問題行動のトリガー

になるのか、検査するときにどんな配慮が必要か

など、前もって計画できる。フォルダーの作成は、

親や支援者とともにアドボケートがサポートす

る。言葉が限られている人にどんなコミュニケー

ションの支援をするのがよいか、１日のいつ調子

がいいのか？ 午前は薬の作用で眠いかもしれ

ない。 

このほかにも、家庭医（ＧＰ）で診察を受ける

とき、本人が到着する前に、医者や看護師などと

個別に短時間のミーティングをもち、本人を迎え

る準備をすることもある。 

こうした取り組みは、ウィンターボーン・ビュ

ー施設虐待事件（前掲）の反省として出てきたも

のである。 

以下は、ローワン氏が関わった例である。 

事例；「４本の歯を抜くのに、４人が支援した例」 

精神障害のある１９歳の体の大きい男性が４

本の歯を抜くことになった。あばれて医療スタッ

フをたたいたり蹴ったりした。私を含めて、４人

が一緒に行き、麻酔をかけるときに抑えた。医療

スタッフはトレーニングされていなかったので、

時間がかかった。反省点として、病院はもっと早

くから準備すべきだった。またここまで悪くなら

ないように注意することも必要だった。 

（２）POhWER は、問題行動の機能アセスメン

トを行うのか？  

問題行動の機能アセスメントというのは、あく

までも専門家側の見方である。本支援ではそうし
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た立場をとらない。本人の側の視点で見ることが

重要であると考え、本人が何を訴えているのかを

知ろうとする。その人が安心して生活するにはど

う支援すればよいか、観察し、関連する支援組織

と徹底して話し合う。少しやり方を変えてもらう

だけで効果が出る場合もある。 

事例；「１７歳、スタッフを攻撃する人の例」 

スタッフを蹴ったりたたいたりの激しい行動

をとる青年がいた。こうした場合、サポート・ワ

ーカーの関わり方が問題を引き起こしている場

合もある。 

本人を観察した上で、自分の感情に気付けるよ

うにスタッフが上手に仕向けていく。そんなとき、

ちょっとした工夫で解決される場合もある。たと

えば、赤、緑、黄色の３種類のカードをポケット

に入れておいて、出せるように練習させる。赤の

場合は気分がよくない、放っておいてほしいとい

うサインで、スタッフは指示をださない。黄色は

一時ストップ、緑ならば、人と関わりたいサイン

である。 

（３）医者に「このような障害のある人は診るこ

とはできない」と診療拒否をされた場合、どう対

応するか？ 

医者による診療拒否は、困ったことではあるが

実はよくある。以前 IMHA(イムハ)として働いて

いたときに関わったケースで、医者が電気けいれ

ん療法（ＥＣＴ）をやろうとした。本人が嫌がっ

ていたが、医者は、本人の病状にはこの療法が必

要であるとかたくなだった。そこで医者に意思決

定能力のアセスメントをしたか聞いたところ、し

ていなかった。このときは弁護士が関わって、結

局ストップした。アドボケートの支援では、患者

の立場に立って、いちど立ち止まって皆で考える

手続きが大事ということである。 

（４）POhWER がアドボケートした後、さらに

医者が診療拒否したらどうなるか？ 

医療機関は、「ケアの質調査委員会」 (CQC)

の監査があり、その結果は公表される。もし手続

きを守っていないならば、該当医療者は重大な処

分を受けるシステムになっている。 

（５）POhWER は、病院に対してＭＣＡのトレ

ーニングを行っているか？ 

病院の新人研修では、POhWER でのアドボカ

シー実践について３０分ほど話し、本人の権利が

最優先であることをわかってもらう。POhWER

の仕事は、自分で言えない人の権利を守ることだ。

専門家がいつのタイミングでアドボケートに紹

介すべきかなど、プロセスを理解する研修が必要

である。 

 

４）POhWER における医療受診支援の取り組み

と課題 

イギリスでは権利擁護支援団体を利用するこ

とが広く普及しており、その主な目的は、サービ

ス利用の計画が適切であるか、かつ、実際にどの

ように提供されているかを監視し、計画とのギャ

ップを減らすことである。POhWER のような権

利擁護の支援者は地域の資源としてみなされて

おり、行政や特定の組織とは独立して存在してい

る。 

①イギリスのヘルスケアシステムにおける

POhWER などの権利擁護者の役割について                 

知的障害をもつ人が地域のヘルスケアサービス

にアクセスすることを、POhWER が支援してい 

る例について、ここで考えてみる。 

イギリスにおいては、知的障害をもつ人が初期

診療を受けるためには、まず地域の家庭医（GP） 

に登録しなければならない。全ての知的障害をも

つ人は、個人の Health Action Plan（健康行動計

画）をもっており、それは義務ではないがベスト

プラクティスと考えられる（ケースによっては、

子どもの利用者の親が子どもの権利擁護者とは

別に自身の権利擁護者をもつこともある）。

POhWER など権利擁護の支援者は、個人の健康

行動計画の立案や実施を援助する。特に言語的な

コミュニケーションに障害のある場合は、言葉に

よらず、非言語的な行動に特に丁寧に注目し、ア

セスメントを行う。また、言語的なコミュニケー

ションが困難な相談者（サービス利用者）のため

に、代替となる方法を開発することに注力する。
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たとえば、「コミュニケーションパスポート」は

相談者とヘルスケア提供者の間のより良いコミ

ュニケーションを促進するツールの例である。 

②適切な医療受診の支援に向けた POhWER へ

の期待 

相談者やその家族の権利を守ることが、ベスト

プラクティスの最も中心におかれるべき原則で

ある。 

イギリスではこの目的のために POhWER の

ような権利擁護のための専門の役割が作られ、イ

ギリス文化の中で個人の権利、特に自己決定の権

利の重要性が保障されている。 

権利擁護を支援する者は、直接のヘルスケア提

供者ではないが、ヘルスケア提供者と同様に、知

的障害や ASD の相談者やヘルスケア提供者を支

援するため、臨床的、教育的なストラテジー（例、

視覚支援、構造化、ソーシャルストーリーなど）

を有効に活用していることがわかる。また、彼ら

は、実践の中で、相談者と提供者の間のコミュニ

ケーションを促進するための特別なツールも作

り上げている。このような実践を見ていると、

POhWER のような権利擁護を支援する者は、ケ

ース・マネージャーとして機能しているようでも

あった。 

類似の権利擁護サービスがアメリカにも存在

するが、目立ったものではなく、何らかの対立が

生じている時に（それゆえ、複数の当事者が対抗

関係になりうる）用いられる傾向がある。アメリ

カでは権利擁護、一般にセルフアドボカシー（自

己権利擁護）の重要性は、相談者やその家族にと

って重要なゴールとして広く掲げられ、権利擁護

をする責任や自己権利擁護を推奨する責任の多

くは、専門組織の全体がもつ責任である。これら

の影響は、イギリスの組織に比べれば薄いように

思われる。 

特に、日本のヘルスケアシステムでは専門に訓

練された権利擁護組織を利用することは、まだ広

まっていない。今後の課題でもある。 

 

 

Ｅ．本研究のまとめ 

 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常

的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に

関する研究として、主にイギリスにおける知的障

害のある人への医療受診支援を中心にシステム

および実態を検討した。今回の調査対象において

は、以下の３つの機能により、知的障害のある人

の健康維持や医療サービスの提供、医療受診支援

に相互に連携しながら機能していたことが明ら

かであった。 

〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医

療提供」および「特別な配慮の医療受診支援」を

実施していた医療機関とその特徴 

〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教

育」における知的障害等のある人に対する医療受

診支援とその特徴 

〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診

支援に関与する機関 

それぞれにわが国の医療受診支援に活用でき

うる実践があり、今後さらに医療受診に関するエ

ビデンスデータをもとに、知的障害のある人の健

康維持や問題行動の軽減に対する効果や、知的障

害のある人への医療における合理的配慮のあり

方などを調査検討することが必要である。特に、

わが国においても意思決定支援や権利擁護の実

践が始まるなか、アドボカシー団体が医療受診支

援の監視やコーディネート機能として関与する

ことは、今後、より効果的な社会的影響をもたら

すと考える。今後の課題である。 
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（資料１）

１．ライフステージの観点から

 

（１）乳幼児期

 日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。

●Questions

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

 

（２）学校保健

 学校健診が行われ、

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

●Questions

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

 

（３）成人期以降

 日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、が

すると日本

 

 50-69 歳

 

（資料１） 

１．ライフステージの観点から

（１）乳幼児期 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。

Questions 

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

（２）学校保健 

学校健診が行われ、

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

Questions 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

（３）成人期以降 

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、が

すると日本 24％で、イギリスの

歳 女性のマンモグラフィー検診受診割合（

１．ライフステージの観点から 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。 

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

学校健診が行われ、視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診断の実施状況はどうか。

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、がん検診の受診率は

％で、イギリスの

女性のマンモグラフィー検診受診割合（

 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。 

断の実施状況はどうか。

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

ん検診の受診率は 30～

％で、イギリスの 74％に比べて低い。

女性のマンモグラフィー検診受診割合（
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日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～2 歳で

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

断の実施状況はどうか。 

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

～40％程度。例えば同年代女性の乳がん検診受診率を比較

％に比べて低い。 

女性のマンモグラフィー検診受診割合（2006 年）

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

歳で 70％、２歳～で

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

％程度。例えば同年代女性の乳がん検診受診率を比較

年） 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、1:6、3:0 健診がほぼ全ての児童に

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

％、２歳～で 20％と低い）

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。
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 知的障害者の場合、障害者雇用として雇用契約をしている場合は一般就労者と同様。ただし就労訓

練施設などでは、事業主にそのような義務は負わない。作業環境や作業自体が健康被害を生じること

があっても罰則の規定はない。 

 知的障害者の入所施設については、年に２回以上の健診が義務付けられているが、検査内容は特に

規定はない。医療機関を受診することが大変な場合も多いので、健診（検診）車などを利用したりす

ることも多い。入所者は定期的な医師診察をうけなければならないとなっているが、嘱託医が必ずし

も障害者に詳しい者であるとは限らず、形式的になっている場合もある。グループホームや通所施設

では、特に法定化された健診はなく、事業主に任されている状況で、実施状況には質的な差があると

考えられる。 

がん検診の受診率は、障害者全体で２％という報告もあり、知的障害者、重い行動障害をもつ者な

どはほとんど行われていないのが現状と思われる。 

●Questions 

・一般成人も欧米は日本に比べてがん検診受診率が高いが、何か取り組みがあるのか。 

・一般就労者に対しての健診などの規定はどのようになっているのか。産業医に相当する者がいるの

か？ 

・知的障害者の場合、雇用されている場合の健診義務は一般就労者と同様？ 就労訓練施設などはど

うか。施設入所者への健診の実施は？する場合はどこでどのように？ 嘱託医による定期診察などは

あるか？ グループホームや通所施設利用者はどうか？ 

・イギリスでの知的障害者へのがん検診の実施についての論文（Osborn ら、 2012）では、実施率は

一般の者に比べて低いものの、例えば子宮頸がん約 40％、乳がん約 30％と、日本の状況に比べて極

めて高い。この高い実施率はなぜ？思想的背景、施策の違い？どのように知的障害者に対してどのよ

うにがん検診を実施しているのか？ がん検診で陽性と認められたならば、その後の治療はどうして

いるのか？  

 

（４）老年期 

 日本では知的障害者施設の入所者の平均年齢が 45 歳を超えるという報告もあり、高齢化が問題とな

っている。保護者も高齢化したり亡くなったりして支援者の交替を要したり、医療情報や支援が支援

者の交替によって途絶えてしまったり、過去に経験のない高齢化した知的障害者への対応など施設の

負担も大きくなっている。元来、知的障害者は老化、退行が早いと言われ、評価の難しさもあって「障

害が重くなった」「認知症になった」など誤診されてしまうこともある。 

●Questions 

・知的障害者の高齢化についての取り組みはどうか。 

・例えば筋力の低下があったとしても、加齢であるのか、疾病があるのかなどの判断が難しい。知的

障害者の高齢化を評価する方法や、医療者の取り組みがあるか。 

・加齢や早期退行を防ぐ予防的運動プログラムなどはあるか。 

 

２．医療の観点から 

 

（１）知的障害の健康問題についての教育について 

 日本では、医学生の間に障害者の健康問題（（筆者注）発達障害についての授業は熊大では１コマの
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み。ただ熊大には重症心身障がい学講座があり、重症心身障害については授業がある）についてほと

んど学ぶ機会がない。医師になった後も、肢体不自由児・者を中心とする重症心身障害学については

学会もあるが、知的障害やいわゆる動く重心児・者について学ぶ機会は非常に限られている。専門医

などの認定制度、一般の医師が知的障害者の健康問題や対応について学ぶセミナー、研究発表などは

少ない現状。 

歯科については、障害者歯科について学会や認定制度、保険点数加算、歯科大学での授業など、比

較的独立した分野として確立されている。 

●Questions 

・イギリスでの、医学生に対して知的障害や障害者への診療の技術や知識などを学ぶ機会があるか。 

・ＧＰに対しての健診のガイドライン（A Step by Step Guide for GP practitioners）がある。健診に

ついてもそうだが、一般に知的障害者に対する医学的知識や診療のこつなどが書かれており、大変有

益だと感じた。どれくらい実際に使用されたり、トレーニングなどが行われているか。 

・知的障害者の診療をするということでの、専門性の認定制度や、保険点数加算などがあるか。 

 

（２）知的障害者の診療 

 日本では、一次、二次、三次医療機関と曖昧な枠組みはあるものの、患者の意思で医療機関を選択

できる。各診療科の医師が診察を担当しており、例えば患者が複数診療科にかかっている場合、担当

医師同士の連絡は必要がない限り行われないことが多く、その個人についての包括的な視点で健康を

管理する医師は存在しない。一部の医師を除き、多くの医師は知的障害者の診療に不慣れで、知識も

少ない。したがって、診察や検査などの医療行為の遂行が困難、患者も苦痛や不満を持ちやすい。医

療側からみれば「診療しづらい患者」であり、受診する患者側からみれば「必要な医療を受けづらい」

ことになる。さらに、専門的な医学的検査や治療（鎮静や身体拘束を要したり、入院し手術を受ける

など）については、対応困難として診療自体を受けつけていない医療機関も多い。特に、強度行動障

害といわれる重度の知的障害や自閉症などの障害があり、行動面の問題が大きな人達については、治

療を断念せざるをえないこともあると思われる。 

●Questions 

・ＧＰで対応が困難な精神症状や行動上の問題がある人たちについては、どのように対応しているか。 

・コミュニケーションが困難、診療に協力を得られない患者に対して実際に行われている工夫や対処

法。 

・強度行動障害者への身体的治療の現状 

 

（３）予防医学的アプローチ 

 （上記１．（３）成人期以降 に一部重複します） 

 健診によって早期発見、早期治療することが、生命予後からも、医療経済的にも有効と一般に考え

られてはいる。人間ドックとして半日～２日程度で、総合的に健康状態を評価する健診が日本にはあ

る。 

●Questions 

・健診受診率を上げるための工夫は 

・異常が認められた場合のフォローは 

・メタボリック症候群などの生活習慣病の予防に対する積極的な介入は 
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・人間ドックがあるのか。障害者に対しても行われるのか。 

 

（４）福祉との連携 

 日本では医師は知的障害者施設などで嘱託医になっていたり、施設入所者を外来診療したりする機

会があるが、ほとんど福祉について知識がなかったり、福祉に対する評価が低いことがある。 

●Questions 

・医師の福祉に対する全般的な意識はどうか 

 

 

３．福祉の観点から 

 

（１）施設の現状 

 日本では施設職員は、医療者とのスムーズな連携が難しいと考えていることが多い。医療者は「障

害の理解がない、診療を受け入れてくれない」と不満を持っていたり、診療の際に利用者が迷惑をか

けるからと肩身が狭く感じたりすることがあると思われる。 

●Questions 

・イギリスでの施設職員の医療に対する思いはどうか 

 

４．その他 

 

日本では知的障害者の場合、健診や必要な検査や治療をうける場合、自身で決定が難しい場合は、

通常保護者・家族、いなければ後見人などが決定していると思われる。 

●Questions 

・イギリスでは知的障害者の医療受診や健康管理についての意思決定はどのようになされるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


